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主な内容

議会だよりは、ホームページからもご覧いただけます。

で検索！東洋町議会

東洋町地域防災センター完成（７月18日落成）



１. 小松熈議員他６名の議員から懲罰動議の提出

　６月12日、定例会の本会議中、田島議員は、地方自治法や議会会議規則に違反する行為を繰り返し

たとして懲罰動議が提出された。

３. 懲罰特別委員会の設置

　６名で構成する懲罰特別委員会が設置され、委員長に福島登議員、副委員長に平山照生議員を選任した。

２. 提出理由に対する田島毅三夫議員の弁明

〇議事妨害とは、どういうことを議事妨害したのか、私は、弁明してる。

〇議場での弁明に妨害という言葉を使ったことを無礼な言葉にしているのだと思うが、私は、弁明権

をいただいて弁明しているのに、それを途中から止め、やめろ、してはいけないというようなこと

であれば、妨害という言葉を使われても、これは問題ないと思う。

※弁明中、議題外の発言を繰り返したため、議長から本日の会議が終わるまで発言禁止命令が下された。

６. 懲罰特別委員会の結論に対する田島毅三夫議員の弁明

〇基本条例５条、６条の間違った発言、あるいはまた、間違った情報提供、また、倫理条例３条１項

８号の間違った発言、あるいはまた、間違った情報を流したということによって、厳しく指摘さ

れ、大きな懲罰理由にされた。

〇議会だよりに載っている問題に対して、私は反論した。

※他にも発言があったが、不穏当な発言として議長権限で取り消された。

　この約１年間、田島議員が議会の規律に反するたびに、議会はその根拠と理由を添え、自立権が認め

られる範囲で、議会の自主的かつ自律的な解決方法として、これまでも田島議員には懲罰を科してきた

が、もはや更生は不可能であり、住民を代表する議員として選良とは言いがたい。

　東洋町議会の秩序を維持し、品位を保つため、また、議会に対する町民からの信頼を回復させ、円滑

で能率的な議会運営を図るためには、これ以上、田島議員を議会議員として続投させることは困難である。

　議員としての身分を失わすこととなるが、懲罰の中で最も重い処分にあたる地方自治法第135条第１

項第４号に規定する除名の懲罰を科すことに全会一致で決定した。

５. 懲罰特別委員会の結論

平山照生　議員　田島議員は、先日の議場では通

知が来ていないと言い張り、議場を混乱させ進行を

妨害しておきながら通知記録を見せられ仕方なく認

めた。このように、田島議員の言動は、議場内外

を問わず、やりたい放題、嘘もつき放題、人権侵害

など盛りだくさんである。嘘をまき散らし、町を混

乱さす議員は、議員の職を辞すべきである。

武山裕一　議員　田島議員には、辞職勧告や懲罰で更生を促したが、事を理解せず一向に改善されず、議

会や執行部批判を繰り返し、事の収束を自ら図るという意思はまったくなく、ここに至れば、田島議員の更

生は困難だと判断せざるを得ない。

小野正路　議員　田島議員の議会を軽視した言動が繰り返されることは、住民の代表、代弁者としての

資質に欠ける一言である。ルールを守らず議会を私物化し我が道を行く、これが議会議員なのか。選挙

で戦って、住民の代表として議会へと送り込まれた議会人の姿とは到底思えない。

今宮裕明　議員　議場の秩序を乱し、議事妨害などがあれば、議会の自主的かつ自律的な解決として、こ

れまでも田島議員には懲罰を科してきた。しかし、これ以上、田島議員を東洋町議会の構成員として認める

訳にはいかず、更生させるのは困難である。

に送り込まれている」と言っていたが、定例会を欠席しても年２回のボーナスを含め議員報酬は全額支払

われる。田島議員が議員である以上、議会や住民に不利益を与える。

高畠俊彦　議員　田島議員は、この１年間で４回

も懲罰を受け、定例会出席は１回である。田島議

員の過去の発言では「議員は、住民生活を守る使

命と責任をもって高額の住民血税をいただき、議会

７．議員５氏による賛成討論

田島毅三夫議員「除名」決議により失職！

◆公開の議場における陳謝　◆本会議への出席停止（３回）

◆政治倫理条例第３条の政治倫理基準違反（２回）

◆政治倫理条例第10条の審査対象議員の協力義務違反（１回）　◆辞職勧告（３回）

◆田島毅三夫議員発行の平成29年３月27日付け辞職勧告決議議員への処分請求申立てと称するビラ内

容の是正勧告　◆田島毅三夫議員が発行する議会活動報告第34号と称するビラの回収と住民に対し

て事実に基づかない情報提供したことの謝罪を求める勧告

②この１年間で田島毅三夫議員に科された懲罰など

　田島議員は、議長が議場の秩序維持のため発言の制止を求めるも、これに従わず、議員から議長の

注意喚起が促されても、これでもなお従わないばかりか、議題外の発言や自己の意見をみだりに繰り

返したことから、本日の会議終了まで発言禁止命令が下され、また、不穏当な発言や議会を侮辱する

発言があったため取り消しを求められても、これに応じなかったことから議長が発言を取り消すなど

の懲罰事犯があった。

　これらは、議場の秩序を乱し、議会の品位を汚す言動であり、地方自治法第129条の議場の秩序維

持、第131条の議長の注意喚起、第132条の品位の保持、議会会議規則第54条の発言内容の制限、第

104条の議事妨害の禁止、第102条の品位の尊重に著しく違反し、違法性が強いと言わざるを得ず、

許されるべきものではない。

①本定例会での田島毅三夫議員の懲罰事犯

４. 懲罰特別委員会の審査結果

〇町職員へのパワーハラスメント行為について再発防止を講じる決議（町職員への暴言）

〇東洋町議会の品位保持に関する決議（全国優良表彰推薦の妨害）

③田島毅三夫議員に対する措置を講じた後の議会の対応措置

除名決議に全議員賛成
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政
治
倫
理
審
査
会
（
福
島
登　

委
員
長
）
で
は
、
田
島
議
員
発
行

の
「
議
会
活
動
報
告
第
34
号
」
に
は
虚
偽
の
内
容
が
掲
載
さ
れ
、
こ

れ
を
町
民
に
配
布
し
た
こ
と
は
、
議
員
政
治
倫
理
条
例
（
以
下
「
条

例
」
と
い
う
。
）
第
３
条
「
事
実
に
基
づ
か
な
い
発
言
と
情
報
提
供

は
し
な
い
こ
と
。
」
の
政
治
倫
理
基
準
に
抵
触
す
る
と
判
断
し
た
。

　

議
会
は
「
田
島
毅
三
夫
議
員
発
行
の
議
会
活
動
報
告
第
34
号
と
称

す
る
ビ
ラ
の
回
収
と
住
民
に
対
し
て
事
実
に
基
づ
か
な
い
情
報
提
供
し

た
こ
と
の
謝
罪
を
求
め
る
勧
告
決
議
」
を
全
会
一
致
で
可
決
し
た
。

田
島
毅
三
夫
議
員
発
行
の
ビ
ラ
、
ま
た
「
ウ
ソ
」
の
内
容
を
掲
載

「
議
会
活
動
報
告
第
34
号
」
の
回
収
と
配
布
し
た
住
民
へ
謝
罪
せ
よ
！

⑴　

政
治
倫
理
基
準
違
反
（
そ
の
１
）

　

12

月
議
会
で
、
町
長
か
ら
、
「
執
行
機
関

の
長
と
し
て
、
議
会
組
織
に
対
し
、
事
実
の

再
確
認
を
求
め
る
と
と
も
に
、
毅
然
と
し
た
、

何
ら
か
の
田
島
議
員
へ
の
対
応
措
置
を
、
本

日
、
直
ち
に
要
請
す
る
」
と
言
う
、
前
代
未

聞
の
命
令
が
発
せ
ら
れ
、
懲
罰
処
分
さ
れ
た
。

　

こ
れ
は
、
本
町
議
会
が
全

国
表
彰
の
推
薦
を
受
け
た
件

で
あ
る
が
、
こ
の
記
事
内
容

に
は
、
明
ら
か
な
虚
偽
記
載

が
存
在
す
る
。

　

こ
の
件
は
、
29
年
12
月
７

日
の
議
員
全
員
協
議
会
の
議

題
で
あ
り
、
資
料
に
も
掲
載

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
田

島
議
員
は
、
会
議
途
中
で
無

断
退
席
し
、
そ
の
時
、
資
料

は
持
ち
帰
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
田
島
議
員

は
、
「
聞
く
こ
と
が
で
き
な

⑶　

政
治
倫
理
基
準
違
反
（
そ
の
３
）

⑥
更
に
、
そ
の
辞
職
勧
告
案
、
提
出

は
、
自
治
法
第
112

条
の
１
項
の
「
議

会
、
開
会
中
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い

（
判
例
）
」
に
反
し
た
、
「
議
会
、
開

会
前
の
12

月
５
日
で
あ
り
、
無
効
だ
」

と
反
論
し
た
と
こ
ろ
、
「
問
題
は
な

い
」
と
猛
反
発
さ
れ
、
弁
明
拒
否
の

上
、
発
言
禁
止
処
分
に
さ
れ
、
予
定

し
て
い
た
質
問
・
質
疑
を
全
て
中
止

さ
せ
ら
れ
た
の
で
す
。

　

こ
れ
は
、
田
島
議
員
が
２

今
宮
裕
明
議
員
ほ
か
６
名

か
ら
の
提
出
理
由

　

田
島
議
員
は
、
町
職
員
に

対
し
「
こ
の
汚
い
女
が
」
と

侮
辱
的
暴
言
を
浴
び
せ
た
と

し
て
懲
罰
を
受
け
た
が
、
暴

言
だ
け
で
は
治
ま
ら
ず
、
議

会
活
動
報
告
第
33
号
で
「
女

性
職
員
は
、
心
的
被
害
を
受

け
た
と
し
て
、
休
暇
を
取
っ

た
そ
う
で
す
が
、
多
分
、
自

分
の
ウ
ソ
に
よ
っ
て
、
（
田
島

議
員
が
）
懲
罰
処
分
さ
れ
た

こ
と
へ
の
良
心
の
呵
責
に
苦

し
み
、
そ
の
心
労
休
暇
で
し

ょ
う
。
こ
の
際
、
産
休
を
兼

ね
て
、
ゆ
っ
く
り
養
生
な
さ

っ
て
く
だ
さ
い
。」
と
、
被
害

者
の
は
ず
の
町
職
員
を
加
害

者
に
し
た
て
て
書
き
、
町
民

に
配
布
し
て
い
る
。

　

田
島
議
員
は
「
事
実
あ
っ

た
の
は
、
間
違
い
あ
り
ま
せ

ん
。」
と
暴
言
の
事
実
、
存

在
を
認
め
な
が
ら
、
な
ぜ
こ

の
よ
う
な
文
書
が
書
け
る
の

か
。

　

暴
言
を
認
め
、
被
害
職
員

に
直
接
、
謝
罪
し
、
自
ら
の

意
志
で
議
員
を
辞
職
す
る
よ

う
勧
告
す
る
。

田
島
毅
三
夫
議
員
の
弁
明

〇
絶
対
に
天
地
神
明
、
命
に

か
け
て
で
も
、
汚
い
と
い

う
言
葉
は
使
っ
て
い
な
い
。

〇
私
が
認
め
た
暴
言
は
、
こ

の
お
な
ご
は
も
う
、
で
あ

る
。

〇
脱
帽
し
て
謝
罪
し
た
が
、

女
性
職
員
は
撤
回
も
謝
罪

も
認
め
な
か
っ
た
。

〇
口
裏
を
合
わ
せ
た
三
人
の

話
で
は
、
納
得
い
か
な
い
。

私
は
、
嘘
は
言
わ
な
い
。

今
ま
で
、
そ
う
い
う
生
き

方
を
し
て
き
た
。

〇
謝
罪
や
撤
回
す
る
よ
う
な

こ
と
は
し
て
い
な
い
。

田
島
毅
三
夫
議
員
に
、
ま
た
、
辞
職
勧
告

光
本
速
雄
副
町
長
の
証
言

　

田
島
議
員
は
、
女
子
職
員

に
こ
の
汚
い
女
と
暴
言
を
言

っ
た
。

賛
成
討
論

　

平
山
照
生
議
員
か
ら
「
チ

ラ
シ
で
町
民
に
訴
え
る
な
ど

の
方
法
を
と
ら
ず
、
正
規
の

手
続
き
で
証
拠
を
挙
げ
て
反

論
す
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ

が
で
き
な
い
の
は
、
こ
の
暴

言
を
認
め
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
」
、
福
島
登
議
員
か
ら
は

「
言
葉
は
違
っ
て
も
認
め
て

い
る
の
に
、
被
害
職
員
に
文

書
で
追
い
打
ち
を
か
け
る
パ

ワ
ハ
ラ
議
員
を
議
員
の
一
員

と
し
て
認
め
な
い
。
田
島
議

員
は
、
弁
明
の
中
で
も
嘘
を

つ
い
て
い
る
。
嘘
に
嘘
を
重

ね
た
文
書
、
発
言
が
田
島
議

員
の
発
言
で
あ
る
。
」
と
し

て
辞
職
勧
告
決
議
案
に
賛
成

し
た
。

　

こ
れ
は
、
６
名
の
議
員
と
町

と
の
関
係
を
具
体
的
に
示
し
て
、

議
員
と
町
長
は
利
益
共
有
し
て

い
る
か
ら
町
長
に
は
逆
ら
え
ず
、

町
長
か
ら
指
示
あ
れ
ば
町
長
の

僕
（
し
も
べ
）
と
し
て
動
か
ざ
る

を
得
な
い
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
裏
付
け
や
証
拠
、

１
．
田
島
毅
三
夫
議
員
発
行
の
ビ
ラ
は
政
治
倫
理
基
準

に
違
反

　

田
島
議
員
は
、
政
治
倫
理
審
査
会
で
の
弁
明
を
放
棄
、
ま
た
、
正

当
な
理
由
も
な
く
事
情
聴
取
を
拒
否
し
、
条
例
第
10
条
の
協
力
義
務

に
違
反
し
た
。

２
．
田
島
毅
三
夫
議
員
の
弁
明
と
事
情
聴
取

３
．
政
治
倫
理
審
査
会
の
審
査
結
果

会
最
終
日
の
冒
頭
に
発
言
し

た
内
容
の
一
部
で
あ
る
が
、

こ
の
記
事
内
容
に
は
、
明
ら

か
な
虚
偽
記
載
が
存
在
す
る
。

①
地
方
自
治
法
上
、
町
長
が

議
員
に
対
し
、
懲
罰
を
科
す

こ
と
が
で
き
る
規
定
は
存
在

し
な
い
。

②
町
長
報
告
は
、
条
例
第
２

条
に
基
づ
く
議
員
倫
理
の
確

立
に
協
力
す
る
立
場
か
ら
の

発
言
で
あ
り
、
田
島
議
員
へ

懲
罰
を
科
す
た
め
の
命
令
で

は
な
い
。

③
田
島
議
員
に
懲
罰
を
科
し

た
の
は
、
福
島
議
員
提
出
の

発
議
第
17
号
田
島
毅
三
夫
議

員
に
対
す
る
懲
罰
動
議
に
よ

る
審
議
結
果
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
町
長
報
告

と
田
島
議
員
に
懲
罰
が
科
さ

れ
た
こ
と
は
、
本
来
で
あ
れ

ば
、
切
り
離
し
て
記
事
に
す

る
べ
き
も
の
を
、
町
長
命
令

に
よ
っ
て
懲
罰
を
科
さ
れ
た

な
ど
と
す
る
虚
偽
の
内
容
を

掲
載
し
て
い
る
。

議
場
で
の
田
島
議
員
弁
明

　

し
て
い
な
い
の
に
、
田
島

月
５
日
に
高
知
県

議
長
会
に
対
し
て
、

本
町
議
会
の
全
国

表
彰
推
薦
を
取
下

げ
よ
う
と
７
つ
の

理
由
を
も
っ
て
異

議
を
申
立
て
た
と

す
る
内
容
の
一
部

で
あ
る
が
、
こ
の

記
事
内
容
は
、
明

ら
か
な
虚
偽
記
載

が
存
在
す
る
。

の
発
行
責
任
者
で
あ
る
の
に
、

事
情
聴
取
に
応
じ
な
か
っ
た

の
は
、
こ
の
内
容
が
真
実
で

あ
る
と
い
う
根
拠
は
な
く
、

単
に
、
各
議
員
と
町
と
の
業

務
上
の
関
係
を
示
し
た
だ
け

を
も
っ
て
、
町
長
と
各
議
員

は
利
益
を
共
有
し
て
い
る
か

　

こ
れ
は
、
町

職
員
に
対
し
、

田

島

議

員

は

「
こ
の
汚
い
女

が
」
と
暴
言
を

発
し
た
事
件
の

報
告
を
受
け
た

町
長
が
12
月
議

　

町
長
発
言
も
30
年
第
１
回

臨
時
会
の
あ
い
さ
つ
で
あ
り

12
月
議
会
で
は
な
い
。

議
場
で
の
田
島
議
員
弁
明

　

そ
の
時
の
議
事
次
第
に
記

載
さ
れ
て
い
る
が
、
議
会
か

ら
は
、
12
月
７
日
の
協
議
会

で
受
賞
が
決
定
し
た
と
の
報

告
は
受
け
て
い
な
い
。
私
、

先
に
出
た
ん
で
す
か
ら
。

　

30
年
１
月
30
日
の
臨
時
会

だ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
私

も
再
精
査
し
た
結
果
、
確
か

に
間
違
っ
て
い
た
。
謝
罪
も

し
、
撤
回
も
し
た
い
。

は
そ
う
い
う
暴
言
を
吐
い
た

と
言
う
こ
と
を
、
な
ぜ
、
町

長
は
、
執
行
部
の
長
と
し
て
、

議
会
に
対
し
て
要
請
し
た
の

か
を
問
題
と
し
て
い
る
。

　

辞
職
勧
告
決
議
案
が
議
長

へ
提
出
さ
れ
た
日
は
「
議
会
、

開
会
前
の
３
月
５
日
」
が
真
実

で
あ
る
か
ら
、
２
月
に
３
月
の

こ
と
を
理
由
と
し
て
挙
げ
る
こ

と
は
不
可
能
で
、
矛
盾
し
て
い

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

議
場
で
の
田
島
議
員
弁
明

　

こ
れ
は
確
か
に
言
わ
れ
た
よ

う
に
、
日
付
を
間
違
っ
て
い
た
。

ら
各
議
員
は
町
長
の
僕
で
あ

る
と
い
う
作
り
話
を
掲
載
し

た
だ
け
で
あ
る
。

議
場
で
の
田
島
議
員
弁
明

　

行
政
庁
の
長
が
議
会
に
対

し
て
、
そ
う
い
う
要
請
を
す

る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
し
て
、
そ
れ
を
受
け
て
、

即
、
議
員
が
、
議
会
が
動
い

た
。
私
は
、
そ
こ
を
問
題
視

し
て
い
る
。

賛
成
討
論

　

武
山
裕
一
議
員
か
ら
「
議

員
は
、
住
民
に
正
確
な
情
報

を
提
供
す
る
責
務
を
持
っ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
議
会
の
最

高
規
範
で
あ
る
議
会
基
本
条

例
に
も
反
し
た
行
為
で
あ

る
。
」
、
福
島
登
議
員
か
ら
は

「
虚
偽
内
容
が
含
ま
れ
る
ビ

ラ
を
作
成
し
、
不
特
定
多
数

の
住
民
に
配
布
す
る
手
法
が

議
会
活
動
な
の
か
。
嘘
が
含

ま
れ
た
ビ
ラ
を
即
回
収
し
、

配
布
し
た
住
民
に
対
し
て
謝

罪
を
求
め
る
。
」
と
し
て
、

本
件
勧
告
決
議
案
に
賛
成
し

た
。

全員
賛成

⑵　

政
治
倫
理
基
準
違
反
（
そ
の
２
）

　

私
に
は
、
議
会
表
彰
に
つ
い
て
の
、

議
会
か
ら
の
通
知
は
全
く
無
く
、
12

月
議
会
で
、
町
長
よ
り
初
め
て
聞
き
、

び
っ
く
り
。

な
い
。

か
っ
た
」
こ
と
が

真
実
で
あ
り
、
資

料
も
持
ち
帰
っ
て

い
る
こ
と
か
ら
も

「
知
ら
さ
れ
な
か

っ
た
」
と
は
言
え

⑷　

政
治
倫
理
基
準
違
反
（
そ
の
４
）

　

住
民
代
弁
を
忘
れ
、
町
長
の
僕
（
し

も
べ
）
に
な
っ
た
議
員
？

①
町
か
ら
、
し
尿
の
汲
み
取
り
を
認

可
さ
れ
て
い
る
議
員

②
焼
き
場
の
管
理
を
委
託
さ
れ
た
議
員

③
勤
め
る
親
会
社
が
、
町
の
公
共
事

業
や
施
設
管
理
を
請
け
負
っ
て
い

る
議
員
が
２
人

④
町
か
ら
各
種
補
助
金
を
得
て
い
る
、

特
用
林
産
組
合
の
役
員
及
び
芸
東

森
林
組
合
の
理
事
長
を
務
め
る
議
員

⑤
息
子
が
、
町
臨
時
職
員
に
採
用
さ

れ
た
議
員

実
例
は
、
一
切
、
掲

載
さ
れ
て
お
ら
ず
、

田
島
議
員
に
事
情
聴

取
を
要
請
し
た
が
拒

否
さ
れ
た
た
め
、
こ

れ
が
真
実
で
あ
る
と

の
立
証
は
困
難
で
あ

り
、
事
実
の
存
在
を

証
明
で
き
る
も
の
は

な
く
、
主
観
的
で
一

方
的
な
見
解
の
な
か

で
の
議
員
を
誹
謗
す

る
内
容
で
し
か
な
い

と
判
断
し
た
。

　

田
島
議
員
が
立
証

責
任
を
有
す
る
ビ
ラ
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で
お
り
ま
す
。

　

基
金
残
高
は
、
２
億

900
万
円

取
崩
し
、
ふ
る
さ
と
納
税
な
ど

の
基
金
積
立
額
は
６
３
０
０
万

円
で
７
億
８
２
０
０
万
円
と
な

っ
て
お
り
ま
す
。

　

特
別
会
計
で
は
、
住
宅
新
築

資
金
会
計
を
除
く
全
会
計
は
黒

字
決
算
と
な
る
見
込
み
で
、
介

護
サ
ー
ビ
ス
事
業
と
国
民
健
康

保
険
事
業
は
法
定
外
繰
出
と
し

て
、
一
般
会
計
か
ら
赤
字
補
填

し
て
お
り
ま
す
。

　

住
宅
新
築
資
金
特
別
会
計
の

前
年
度
繰
上
充
用
金
は
２
億
８

海
の
駅
東
洋
町
収
支

見
込
み

　

29
年
度
の
収
支
見
込
み
は
、

売
上
総
額
は
、
物
販
・
食
堂
部

門
で
１
億
６
７
０
０
万
円
、
対

前
年
度

950
万
円
減
、
レ
ジ
通
過

者
は
17
万
８
８
８
８
人
、
対
前

年
度
１
万

864
人
減
と
な
っ
て
お

り
、
再
建
後
、
初
め
て
の
減
額

減
少
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

要
因
と
し
て
、
物
販
売
上
金

額
の
４
割
強
を
鮮
魚
が
占
め
る

状
況
に
変
化
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

台
風
の
襲
来
な
ど
で
鮮
魚
関
係

の
売
上
の
減
少
が
最
も
影
響
し

て
い
る
と
分
析
し
て
お
り
ま
す

松延　宏幸 町長

平
成
30
年
　
東
洋
町
議
会

（
要
旨
）

が
、
収
支
決
算
は
、

710
万
円
余

の
黒
字
見
込
み
と
な
っ
て
お
り

ま
す
。
出
店
者
数
の
割
合
は
、

町
内
者
56
％
、
町
外
者
44
％
で
、

売
上
金
額
の
割
合
は
、
そ
れ
ぞ

れ
77
％
と
23
％
と
な
っ
て
お
り

ま
す
。

29
年
度
決
算
見
込
み
　

　

一
般
会
計
と
住
宅
新
築
資
金

特
別
会
計
と
合
わ
せ
た
普
通
会

計
の
歳
入
歳
出
決
算
は
、
１
７

７
０
万
円
余
の
黒
字
を
見
込
ん

町
長
行
政
報
告

第
２
回
定
例
会
◇
６
月
議
会
◇

税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

　

主
に
、
た
ば
こ
税
の
改
正

で
は
、
３
年
間
で
代
表
的
な

紙
巻
た
ば
こ
１
箱

440
円
か
ら

500
円
に
引
上
げ
ら
れ
る
、
町

民
税
の
改
正
で
は
、
平
成
33

年
度
以
後
、
非
課
税
措
置
の

対
象
と
な
る
方
の
課
税
限
度

額
を

125
万
円
か
ら

135
万
円
と

縫
製
関
係
等
共
同
作
業
場
の

設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条

例
の
廃
止

　

野
根
地
区
の
縫
製
関
係
等

共
同
作
業
場
の
取
り
壊
し
に

伴
い
、
条
例
を
廃
止
す
る
。

 

（
全
員
賛
成
）

29
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算

（
専
決
第
３
号
）

　

主
に
、
事
業
費
の
確
定
に

よ
り
減
額
し
、
専
決
処
分
し

た
。 

（
全
員
承
認
）

29
年
度
下
水
道
事
業
特
別
会

計
繰
越
明
許
費
繰
越
計
算
書

　

30
年
度
予
算
へ
１
３
５
０

万
円
を
繰
越
す
。

29
年
度
介
護
保
険
事
業
特
別

会
計
補
正
予
算
（
専
決
第
１

号
）

　

主
に
、
事
業
費
の
確
定
に

よ
り
減
額
し
、
専
決
処
分
し

た
。 

（
全
員
承
認
）

国
民
健
康
保
険
税
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

主
に
、
国
保
税
の
最
高

限
度
額
が
89
万
か
ら
93
万

円
と
な
る
、
国
保
税
の
５

割
軽
減
の
基
準
額
の
算
定

額
を
27
万
円
か
ら
27
万
５

千
円
に
、
ま
た
、
２
割
軽

減
で
は
、
基
準
額
の
算
定

額
を
49
万
円
か
ら
50
万
円

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委

員 山
﨑
雄
史　

氏

任
期　

平
成
30
年
６
月
24
日
か

ら
平
成
33
年
６
月
23
日
（
３
年

間
）

29
年
度
一
般
会
計
繰
越
明
許
費

繰
越
計
算
書

　

30
年
度
予
算
へ
３
億
４
１
０

６
万
１
９
２
０
円
を
繰
越
す
。

権
利
の
放
棄

　

債
権
管
理
条
例
第
15
条
第
１

項
の
規
定
に
よ
り
権
利
を
放
棄

し
た
の
で
報
告
す
る
。

①
水
道
使
用
料
（
50
件
）

120
万

815
円
（
Ｈ
30
・
３
・
31
放
棄
）

②
住
宅
新
築
資
金
貸
付
金
（
１

件
）
66
万
５
０
５
７
円
（
Ｈ

30
・
３
・
31
放
棄
）

一
般
会
計
（
第
１
号
）

　

主
に
、
庁
舎
ト
イ
レ
改
修
工

事
、
運
転
免
許
証
自
主
返
納
を

推
進
す
る
た
め
の
交
通
安
全
協

会
室
戸
支
部
へ
の
補
助
金
、
プ

レ
ミ
ア
ム
商
品
券
を
発
行
す
る

た
め
の
商
工
会
補
助
金
な
ど
の

予
算
を
計
上
す
る
。

 

（
全
員
賛
成
）

特
別
会
計

下
水
道
事
業
（
第
１
号
）

　

下
水
道
処
理
施
設
の
更
新

工
事
に
係
る
委
託
料
と
工
事

請
負
費
の
予
算
を
組
替
え

る
。 

（
全
員
賛
成
）

29
年
度
国
民
健
康
保
険
事
業
特

別
会
計
補
正
予
算
（
専
決
第
１

号
）

　

主
に
、
事
業
費
の
確
定
に
よ

り
減
額
し
、
専
決
処
分
し
た
。

 

（
全
員
承
認
）

専
決
処
分
条
例

条
例
廃
止

専
決
処
分
予
算

人　
　

事

報　
　

告

30
年
度
補
正
予
算

こ
ん
な
こ
と
を
　
　
め
ま
し
た
！

決
再建後の「海の駅東洋町」売上と来客数

157,834人

174,122人

189,739人
178,883人

1億4194万円
1億6115万円

1億7702万円
1億6758万円

26年度 27年度 28年度 29年度

が
ん
ば
り
と
取
扱
業
者
の
掘
起

し
も
必
要
と
感
じ
て
お
り
、
さ

ら
な
る
創
意
工
夫
、
新
た
な
企

画
も
必
要
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

債
権
管
理

　

今
議
会
に
は
、
私
債
権
の
水

道
料
金
と
住
新
貸
付
金
の
一
部

を
債
権
管
理
条
例
第
15
条
の
規

定
に
よ
り
、
初
め
て
権
利
の
放

棄
を
し
た
事
案
を
報
告
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
が
、
庁
内
で
回

収
債
権
な
ど
を
検
討
・
整
理
し
、

条
例
規
則
に
定
め
る
手
続
き
に

の
っ
と
り
、
法
的
措
置
の
最
終

手
段
と
し
て
、
権
利
放
棄
の
判

断
に
至
っ
た
事
案
を
報
告
す
る

も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

今
後
も
順
次
、
管
理
条
例
の

規
定
に
基
づ
き
、
住
新
貸
付
金

な
ど
を
主
体
と
し
た
滞
納
私
債

権
の
整
理
・
縮
減
を
適
正
に
進

め
て
参
り
た
い
と
考
え
て
お
り

ま
す
。

１
０
０
万
円
余
と
減
少
し
、

税
な
ど
の
公
債
権
の
取
組

み
強
化
が
私
債
権
の
回
収

に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
考
え

て
お
り
ま
す
。

ふ
る
さ
と
納
税

　

27
年
度
の

219
万
円
か
ら

28
年
度
は
７
４
０
０
万
円
、

29
年
度
は
９
４
８
５
万
円

と
伸
び
て
お
り
、
目
標
の

１
億
円
に
は
届
い
て
お
り

ま
せ
ん
が
、
地
元
業
者
の

再建時の海の駅東洋町落成式

取壊された縫製関係等共同作業場

平成29年度　補正予算

会計名 補正額 補正後の額

一般会計 Δ1億9863万円 29億7030万円

特
別
会
計

国民健康

保険事業
Δ4250万円 6億4319万円

介護保険

事 業
Δ670万円 5億9933万円

平成30年度　補正予算

会計名 補正額 補正後の額

一般会計 913万円 29億7030万円

下水道事業
予 算 の

組み替え
1億7493万円

と
す
る
。 

（
全
員
承
認
）

す
る
。 

（
全
員
承
認
）
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議会人の行政チェック！ 一般質問

60
％
を
達
成
し
、
重
症
化
予
防
に
取
組
み
た
い
。

草
刈
す
る
よ
う
指
導
し
た
い
。

受
診
率
の
目
標
は
。

公
園
内
で
除
草
剤
を
使
う
と
い
う
こ
と
は
な
い
か
。

国
保
の
特
定
健
診
、
特
定
保
健
指
導

甲
浦
未
来
会
の
野
積
場
の
使
用
と
管
理

堀
川 

歩　

住
民
課
長
補
佐
（
初
答
弁
）

手
島 

憲
作　

産
業
建
設
課
長
補
佐

福島　登 議員

問
　
特
定
健
診
と
特
定
保
健

指
導
の
目
的
や
健
診
内
容
、

ま
た
、
対
象
者
と
対
象
人
数

に
つ
い
て
聞
く
。

住
民
課
長
補
佐　

特
定
健
診

は
、
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド

ロ
ー
ム
に
よ
る
糖
尿
病
、
高

脂
血
症
、
高
血
圧
症
等
の
生

活
習
慣
病
の
予
防
、
特
定
保

健
指
導
は
、
生
活
習
慣
病
の

発
症
の
リ
ス
ク
が
高
い
方
に

行
う
指
導
で
、
生
活
習
慣
の

改
善
に
向
け
た
サ
ポ
ー
ト
で

あ
る
。
対
象
者
は
、
国
民
健

康
保
険
加
入
者
の
40
歳
以
上

75
歳
未
満
の
方
が
対
象
で

669

人
、
特
定
保
健
指
導
は
22
人

で
あ
る
。

問
　
特
定
診
断
を
推
進
す
る

た
め
に
、
対
象
者
へ
の
支
援

は
あ
る
の
か
聞
く
。

住
民
課
長
補
佐　

保
険
事
業

を
専
門
と
す
る
ジ
ェ
イ
エ
ム

シ
ー
㈱
に
、
未
受
診
者
に
は

電
話
勧
奨
や
継
続
受
診
勧
奨
、

治
療
と
生
活
習
慣
改
善
が
必

要
な
方
に
は
、
電
話
受
診
勧

奨
や
健
康
教
室
、
糖
尿
病
性

腎
症
重
症
化
予
防
等
を
委
託

す
る
な
ど
、
受
診
率
の
向
上

に
取
組
ん
で
い
る
。
ま
た
、

高
知
家
健
康
パ
ス
ポ
ー
ト
事

業
で
は
、
協
力
店
で
特
典
が

受
け
ら
れ
、
海
の
駅
で
は

500

円
以
上
の
食
事
で
コ
ー
ヒ
ー

１
杯
サ
ー
ビ
ス
、
ま
た
、
ポ

イ
ン
ト
シ
ー
ル
20
枚
で
町
内

の
お
店
で
使
用
で
き
る
千
円

分
の
応
援
権
を
進
呈
し
て
い

る
。

問
　
受
診
率
の
目
標
設
定
に

つ
い
て
聞
く
。

住
民
課
長
補
佐　

特
定
健
診

の
受
診
率
は
60
％
、
継
続
受

診
率
は
70
％
を
目
標
と
し
て

い
る
が
、
26
年
度
31
．
９
％
、

27
年
度
29
．
７
％
、
28
年
度

33
％
、
29
年
度
は
35
．
７
％

と
上
昇
傾
向
に
あ
る
が
目
標

に
は
遠
い
。
国
民
健
康
保
険

問
　
甲
浦
港
湾
施
設
の
野
積

場
の
使
用
状
況
か
ら
、
今
年

度
も
甲
浦
未
来
会
に
使
用
を

許
可
し
て
い
る
と
思
う
が
、

そ
の
使
用
料
と
使
用
期
間
を

問
う
。

産
業
建
設
課
長
補
佐　

公
営

施
設
と
し
て
一
般
の
方
も
利

用
で
き
る
こ
と
か
ら
、
町
は

免
除
許
可
し
て
お
り
使
用
料

は
取
ら
な
い
。
使
用
期
間
は
、

１
年
間
で
あ
る
。　

平
成
最
後
の
年
も
半
年
を
過
ぎ
た
が
、

１
月
の
関
東
、
東
北
地
方
大
雪
と
白
根

山
噴
火
か
ら
始
ま
り
、
大
分
県
中
津
土

砂
災
害
、
島
根
県
西
部
地
震
、
霧
島
山

噴
火
、
長
野
県
北
部
地
震
、
大
阪
北
部

地
震
と
続
き
、
つ
い
先
日
の
西
日
本
豪

雨
災
害
な
ど
、
日
本
列
島
各
地
で
甚
大

な
被
害
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

　

被
災
者
支
援
、
復
旧
、
復
興
に
国
や

自
治
体
の
役
割
は
大
き
く
、
我
々
議
会

も
被
災
者
に
対
す
る
思
い
を
深
め
て
い

る
中
、
７
月
18
日
に
役
場
敷
地
内
へ
防

災
セ
ン
タ
ー
が
落
成
し
、
災
害
時
の
「
第

２
の
庁
舎
」
と
し
て
の
機
能
を
保
有
す

る
そ
の
役
割
は
非
常
に
大
き
い
。

　

皆
さ
ん
の
身
を
守
る
防
災
対
策
は
何

を
思
い
浮
か
べ
る
だ
ろ
う
か
。
非
常
持

出
品
準
備
、
避
難
場
所
確
認
、
家
具
転

倒
防
止
、
家
屋
耐
震
補
強
な
ど
が
浮
か

ぶ
が
、
す
る
し
な
い
は
、
皆
さ
ん
の
防

災
意
識
次
第
で
あ
る
。

　

不
幸
に
も
被
災
さ
れ
た
方
達
か
ら
み

れ
ば
、
対
策
し
て
い
れ
ば
防
ぐ
こ
と
の

で
き
た
災
害
は
繰
り
返
し
て
ほ
し
く
な

い
と
、
切
に
願
っ
た
に
違
い
な
い
。

広
報
編
集
委
員
長　

福
島　

登

編

集

後

記

議会を傍聴しませんか？
　議会の定例会は、どなたでもご覧になることができます。

ぜひ、役場２階の議場へお越しください。

次回：平成30年第３回定例会（９月）

※ＩＰ告知端末４chで生中継しています。 議場

議

会

の

動

き

4
月

4
日　

議
員
全
員
協
議
会 

13
日　

広
報
編
集
委
員
会 

20
日　

Ｄ
Ｍ
Ｖ
導
入
促
進
検
討
会 

25
日　

生
見
海
岸
安
全
祈
願
祭 

27
日　

合
区
の
早
期
解
消
促
進
大
会 

（
東
京
都
）

５
月

1
日　

第
1
回
政
治
倫
理
審
査
会 

8
日　

安
芸
郡
町
村
議
会
議
長
会
総
会 （
田
野
町
）

13
日　

物
部
川
・
仁
淀
川
総
合
水
防
演
習

 

（
南
国
市
）

14
日　

道
路
整
備
促
進
期
成
同
盟
会
高
知
県
地
方

協
議
会
通
常
総
会
及
び
高
知
県
大
会

 

（
高
知
市
）

 

第
2
回
政
治
倫
理
審
査
会 

15
日　

広
報
編
集
委
員
会 

25
日　

町
商
工
会
総
会 

28
日
〜
29
日　

町
村
議
会
議
長
・
副
議
長
研
修
会

 

（
東
京
都
）

31
日　

阿
佐
東
線
連
絡
協
議
会
総
会 

（
海
陽
町
）

６
月

１
日　

第
３
回
政
治
倫
理
審
査
会

４
日　

議
員
全
員
協
議
会

６
日　

防
災
パ
ト
ロ
ー
ル

８
日　

議
会
運
営
委
員
会

12
日
〜
15
日　

30
年
第
２
回
定
例
会

 

（
６
月
議
会
）

12
日　

議
会
運
営
委
員
会
（
２
回
）

 

第
１
回
・
２
回
懲
罰
特
別
委
員
会

14
日　

第
３
回
懲
罰
特
別
委
員
会

15
日　

議
会
運
営
委
員
会

 

議
員
全
員
協
議
会

19
日
〜
21
日　

岐
阜
県
郡
上
市
先
進
地
視

察
研
修

22
日　

阿
南
安
芸
自
動
車
道 

（
野
根
〜
牟

岐
間
）
都
市
計
画
変
更
説
明
会

 

議
員
全
員
協
議
会

 

広
報
編
集
委
員
会

25
日　

県
町
村
議
会
議
長
会
理
事
会

26
日　

一
般
国
道
55
号
・
阿
南
安
芸
自
動

車
道
整
備
促
進
期
成
同
盟
会
総
会

 

高
知
県
東
部
自
動
車
道
整
備
促
進

期
成
同
盟
会
総
会

 

国
道

493
号
整
備
促
進
期
成
同
盟
会

総
会

27
日　

町
青
色
申
告
会
総
会

問
　
使
用
目
的
は
、
公
園
と

聞
い
て
い
る
が
甲
浦
未
来
会

の
管
理
計
画
は
あ
る
か
聞
く
。

産
業
建
設
課
長
補
佐　

春
、

夏
に
２
回
除
草
を
行
い
、
秋
、

冬
に
は
、
公
園
内
の
石
や
残

材
の
撤
去
を
行
う
管
理
計
画

で
あ
る
。

問
　
資
材
が
散
乱
し
、
草
木

が
伸
び
放
題
で
、
子
ど
も
達

が
遊
べ
る
よ
う
な
公
園
と
は

い
え
な
い
。
ま
さ
か
、
公
園

内
で
除
草
剤
を
使
う
と
い
う

こ
と
は
な
い
か
聞
く
。

産
業
建
設
課
長
補
佐　

草
刈

す
る
よ
う
指
導
し
た
い
。

問
　
甲
浦
未
来
会
の
人
数
構

成
、
活
動
実
態
を
聞
く
。

産
業
建
設
課
長
補
佐　

人
数

構
成
は
５
名
で
、
活
動
内
容

の
全
部
を
把
握
し
て
い
な
い

が
、
地
域
古
老
の
聞
取
集
の

刊
行
に
取
組
む
と
し
て
い
る
。

税
の
上
昇
を

抑
え
、
特
定

健
診
受
診
率

60
％
を
達
成

し
、
個
別
疾

患
の
重
症
化

予
防
に
取
組

み
、
県
か
ら

の
補
助
金
を

得
る
た
め
、

ご
理
解
ご
協

力
を
お
願
い

し
た
い
。

堀川　歩 住民課長補佐

健診結果説明会
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地
産
外
商
戦
略

　

高
知
市
の
津
野
町
ア
ン
テ
ナ

シ
ョ
ッ
プ
「
満
天
の
星
」
で
は
、

茶
・
野
菜
・
雑
貨
類
の
販
売
や

カ
フ
ェ
を
経
営
し
て
お
り
、
ほ

う
じ
茶
な
ど
茶
加
工
品
の
特
設

　

そ
の
満
天
の
星
を
経
営
す
る

㈱
満
天
の
星
本
社
で
は
、
町
の

　

㈲
ふ
る
さ
と
セ
ン
タ
ー
は
、

町
内
や
高
知
市
内
の
５
店
舗

で
、
直
販
所
、
食
堂
、
売
店
な

ど
を
経
営
し
て
お
り
、
集
出
荷

シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
、
町
内
26

箇
所
の
集
荷
所
を
ト
ラ
ッ
ク
で

ま
わ
り
、
直
販
所
ま
で
搬
送
し

て
い
る
が
、
搬
送
経
費
が
か
さ

み
、
現
状
の
手
数
料
20
％
で
の

経
営
は
非
常
に
厳
し
い
状
況
で

あ
る
。

津
野
町
ま
る
ご
と

総
合
商
社
化

　

津
野
町
の
地
産
地
消
・
外
商
戦

略
で
は
、
町
内
３
つ
の
直
販
所
が

連
携
す
る
こ
と
で
、
経
営
面
の
ス

リ
ム
化
を
図
か
り
、
加
工
施
設
の

整
備
、
高
知
市
内
で
の
販
路
拡
大

を
図
っ
て
き
た
。

　

し
か
し
、
少
子
高
齢
化
に
よ
る

農
業
生
産
量
の
低
下
、
耕
作
放
棄

地
の
拡
大
、
流
通
コ
ス
ト
の
高
騰

に
よ
る
供
給
能
力
の
低
下
、
ま
た
、

観
光
産
業
に
つ
な
が
っ
て
い
な
い

な
ど
の
課
題
が
あ
る
た
め
、
「
生

産
・
流
通
・
加
工
・
販
売
・
観
光
」

の
協
力
・
連
携
に
よ
る
、
新
た
な

地
産
外
商
を
産
業
振
興
と
す
る
取

組
み
を
進
め
て
い
る
。

結
び
に

　

海
の
駅
東
洋
町
は
、
町
直
営
の

地
域
密
着
型
の
直
販
所
で
あ
り
、

地
場
産
品
の
売
上
を
雇
用
に
つ
な

げ
、
ま
た
、
町
内
商
店
と
の
共
存

を
目
指
す
位
置
付
け
と
認
識
し
て

い
る
。
地
域
密
着
型
と
し
な
が
ら

も
、
町
内
の
出
品
者
を
募
る
た
め

の
努
力
は
必
要
で
、
そ
の
一
つ
の

方
法
と
し
て
、
集
出
荷
シ
ス
テ
ム

先
進
地
視
察
研
修 

津
野
町
地
産
外
商
・
総
合
商
社
化
の
取
組
み

コ
ー
ナ
ー
を
設
け
、
ま
た
、
人

気
商
品
の
ロ
ー
ル
ケ
ー
キ
、
大

福
な
ど
に
は
、
す
べ
て
、
ほ
う

じ
茶
の
粉
末
が
使
用
さ
れ
て
い

る
。

導
入
の
支
援
策
体
制
の
拡
充
は

考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
津
野
町
の
集
出
荷

シ
ス
テ
ム
は
、
出
品
者
か
ら
の

２
割
の
手
数
料
と
町
か
ら
の
支

援
で
は
賄
え
な
い
状
況
で
あ
る

こ
と
を
参
考
に
、
輸
送
ラ
ン
ニ

ン
グ
コ
ス
ト
や
出
品
者
手
数
料
、

収
集
箇
所
の
配
置
も
含
め
て
、

町
内
出
品
者
の
増
加
対
策
を
検

討
し
て
欲
し
い
。

　

海
の
駅
東
洋
町
の
売
上
は
、

一
定
の
限
界
に
き
て
い
る
の
が

現
状
で
あ
り
、
㈱
満
天
の
星
を

参
考
に
、
町
独
自
の
加
工
品
開

発
に
取
組
む
こ
と
も
理
想
で
あ

る
が
、
ま
ず
は
、
町
内
で
安
定

し
た
地
場
産
品
の
供
給
シ
ス
テ

ム
を
構
築
す
る
こ
と
を
優
先
に

取
組
む
こ
と
を
求
め
た
い
。

　

ま
た
、
全
国
の
道
の
駅
で
は
、

地
場
産
品
や
加
工
品
の
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
販
売
で
売
上
を
伸
ば

し
て
い
る
事
例
も
あ
り
、
町
内

商
店
と
の
共
存
を
目
指
し
な
が

ら
も
、
地
産
外
商
戦
略
イ
コ
ー

ル
地
域
の
雇
用
創
出
へ
と
つ
な

が
る
安
定
し
た
経
営
体
制
へ
の

転
換
も
視
野
に
入
れ
た
取
組
み

も
求
め
た
い
。

指
定
管
理
を
受
け
た
加
工
施
設

で
惣
菜
加
工
や
菓
子
加
工
を
製

造
し
、
ひ
ろ
め
市
場
や
フ
ジ
グ

ラ
ン
２
店
舗
に
「
ス
イ
ー
ツ
食

堂
」
も
開
店
し
て
い
る
。

アンテナショップ満天の星

㈱満天の星本社（加工施設）加工品製造

集出荷システムの説明を受ける。

茶の特設コーナー
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